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【手続補正書】
【提出日】平成25年7月5日(2013.7.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　露出した身体組織への塗布用局所製剤であって、前記製剤は酸化銀（ＩＩ）および酸化
亜鉛を含み、前記酸化銀（ＩＩ）および前記酸化亜鉛は担体媒質内で親密に分散し、
　前記酸化銀（ＩＩ）に対する前記酸化亜鉛の比は、重量比で少なくとも０．５：１、少
なくとも１：１、少なくとも２：１、少なくとも３：１、または少なくとも４：１である
、局所製剤。
【請求項２】
　前記製剤は少なくとも０．０５重量％の酸化銀（ＩＩ）および、少なくとも０．０５重
量％の酸化亜鉛を含む、請求項１に記載の局所製剤。
【請求項３】
　前記製剤は２５重量％未満、２０重量％未満、１５重量％未満、１２重量％未満、また
は１０重量％未満の酸化亜鉛を含む、請求項１または２に記載の局所製剤。
【請求項４】
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　前記酸化銀（ＩＩ）に対する前記酸化亜鉛の前記重量比が１００：１未満、５０：１未
満、２０：１未満、１２：１未満、１０：１未満または８：１未満である、請求項１～３
のいずれか１項に記載の局所製剤。
【請求項５】
　前記担体媒質が、液体蝋エステルをさらに含む、請求項１から４のいずれか１項に記載
の局所製剤。
【請求項６】
　前記酸化銀（ＩＩ）および酸化亜鉛は選択され、前記酸化銀（ＩＩ）および酸化亜鉛は
前記担体媒質内に分散し、そこで前記製剤の白色度は式：
Ｌ＊ ≧（Ｌ０

＊）＋ ２
を満たし、Ｌｏ

＊は、前記酸化亜鉛抜きの前記製剤の基準白色度値であり、Ｌ＊は前記酸
化亜鉛を含む前記製剤の白色度値である、請求項１～５のいずれか１項に記載の局所製剤
。
【請求項７】
　前記酸化銀（ＩＩ）、前記酸化亜鉛および前記担体媒質は選択され、前記酸化銀（ＩＩ
）および前記酸化亜鉛は前記担体媒質内に分散し、前記製剤の前記白色度値Ｌ＊は少なく
とも７５、少なくとも７８、少なくとも８０、または少なくとも８２または少なくとも８
４である、請求項６に記載の局所製剤。
【請求項８】
　前記酸化銀（ＩＩ）の含有量は少なくとも約０．５重量％であり、前記酸化銀（ＩＩ）
、前記酸化亜鉛および前記担体媒質は選択され、前記酸化銀（ＩＩ）および前記酸化亜鉛
は前記担体媒質内に分散し、そこで、前記製剤の白色度値Ｌ＊は少なくとも８０、少なく
とも８２または少なくとも８４である、請求項１～５のいずれか１項に記載の局所製剤。
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